
中央教育審議会生涯学習分科会　配布資料

公民館事例等について

文部科学省総合教育政策局地域学習推進課
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１．公民館におけるICTの活用、
　デジタル・ディ　バイドの解消
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公民館のＩＣＴ化 ～新しい技術を活用した「つながり」の拡大～

公民館における無線LANの整備状況

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

住民票や戸籍抄本などがもらえる自動交付機

その他特色のある設備

太陽光パネル

無線LAN（wifi等）が使える環境（来館者利用可）

エレベーター

バリアフリーへの対応（スロープ、専用トイレ等）

駐車場

冷暖房（一部でも可）
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図９－２ 公民館の設備（複数回答）

n＝5401

※全国公民館実態調査（全国公民館連合会 平成31年1月時点）

（令和2年9月24日第10期中央教育審議会生涯学習分科会における議論の整理より）

・ パソコンやWi-Fiの設置など、社会教育施設におけるＩＣＴ環境整備の現状は、決して十分とは言
えない。

・新しい技術を有効に活用することにより、これまでの社会教育施設を利用する機会が少なかっ
た住民等、多様な交流や人と人とのつながりを大きく広げる可能性がある。

社会教育施設の課題と可能性
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デジタル化への課題（デジタル・ディバイド、行政手続き）

デジタル・ディバイドの現状

24.3%

55.5%

84.3%

90.2%

97.1%

96.9%

16.5%

17.9%
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49.8%

18.8%
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70歳以上（522人）

60～69歳（335人）

50～59歳（324人）

40～49歳（366人）

30～39歳（240人）

18～29歳（228人）

問 あなたはスマートフォンやタブレットを使用していますか？

職員と対面で申請や手続きをしたほうが安心だから

申請や届け出が正確にできているか不安だから

特にない

電子申請の使い方が複雑で使いずらいと感じたから

電子申請ができること自体を知らなかったから

電子申請ができる行政手続きが限られているから

12.1%

13.7%

21.2%

22.6%

28.7%

33.2%

問 これまで、行政手続きの電子申請サービスを使わなかった理由はなんですか？

「電子申請でできること自体を
知らない」、「電子申請の使い
方が複雑」等の理由により、
オンラインによる行政手続き
の利用が浸透していない。

年齢層が上がるにつれて利用率は減少

57.8%

25.7%
利用していない、
ほとんど利用していない

〇 2021年1月22日、内閣府広報室より「情報通信機器の利活用に関する世論調査」より

「行政手続きのデジタル化に関するアンケート」（調査主体：トラストバンク、実施期間:2020年7月31日～8月7日)

行政手続のオンライン利用に関する課題

年齢層が上がるにつれて、ICT端末の利用率は減少
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民間企業

携帯電話事業者

市長部局

情報システム課

教育委員会

社会教育課

公 民 館

「デジタル・ディバイド解消」に向けた取組 （千葉県船橋市）

○公民館利用者からスマホの使い方に関する質問が多い（公民館職員の実感として）
○スマホやタブレットを利用したいのに使い方がわからない人が多い（利用者アンケート結果から）
○国や本市の計画等におけるデジタル化及びＤＸの推進
⇒個人の要望（住民の主体的な学習ニーズ）と社会的要請（地域で解決していくべき課題）に対応する取組が必要

携帯電話事業者等と連携して市内の
全公民館（26館）で140回以上の
体験講座を実施

〔具体的な講座内容〕
○スマートフォンやタブレットの操作方法
○LINE、ZOOM等のコミュニケーションツールの使い方
○ネットショッピング、キャッシュレス決済の方法

公民館利用者からの
スマホに関する質問
に対応して公民館職
員がサポート

デジタル・ディバイド解消のための地域ＩＣＴ人材を養成
スマホに関する市民の悩みを市民がサポート

修了者にはボランティア講師
としての活動が期待される

企画立案
事業評価
連絡調整

講座実施
サービス提供

現状
・
背景

事
業
実
施
体
制

事業実施のポイント

①民間企業との連携
②EBPMの視点
③各取組の一体的推進
④持続可能な仕組作り
⑤スモールステップ（できることから少しずつ）

デジタル・ディバイド対策講座（R3～） 公民館スマホコンシェルジュサービス（R3～）

市民スマホコンシェルジュ養成講座（R4～）

目
指
す
姿

相談・協力

事業連携

事
業
の
概
要

船橋市の目指す社会像

生涯をとおして自分らしく学び続け
学びの成果を活かすことができる社会の実現
【第三次船橋市生涯学習基本構想・推進計画の
基本理念】

事業評価

「端末・機器は持っているが使い方がわからない」又は
「使い方がわからず端末・機器の購入に踏み切れない」
ことが理由でインターネットを利用しない人を今後
10年間で0にする（船橋市公民館利用者アンケート）

事業目標

市民がスマートフォンやタブレットを活用して
日常生活に必要な情報を入手したり
利便性のあるサービスを活用できるようにする
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寿都町デジタル寺子屋「公民館ＩＣＴ活用」（北海道寿都町総合文化センター）

放課後子ども教室での「お守り作り」体験

寿都町では、ＧＩＧＡスクール構想実現のため、早い段階でのＩＣＴ機器の導入を実施するとともに、感染症拡大等によ

る臨時休校への備えとして、オンラインでの学習モデルに取り組んでいる。

様々な場面でのＩＣＴ機器の活用は、これからの子どもたちの必須アイテムとして必要であり、学校はもとより社会教育

施設でのwi-Fi環境を整備し、より活用しやすい状況を構築している。

Wi-Fi環境が整ったスペースを、放課後や長期休業時のオンライン学習の場として、ＩＣＴ機器の活用を推進する。

背景・目的

令和３年度第７４回優良公民館表彰【優秀館】

学童保育でのデジタル教材を活用した「放課後学習」

参加した子どもたちはTV会議システムでつないだ講師からお守りについての説明を聞いたり

、動画を見たあとに、各自が創意工夫しお守り作りに取り組んだ。講師は、子どもたちの様子を

画面で確認し、質問があったら答えるなど円滑にコミュニケーションをとっていた。
放課後子供教室での講師の説明

学 童 保 育 で の Ａ Ｉ ド リ ル の 活 用

学校で利用しているＡＩドリルを学童保育で活用した学習会を実施。子どもたちは、端末の

操作にも慣れてきていて、自分がやりたい科目のドリルを開き学習をすすめていた。

児童一人ひとりが、自分の端末を使い、学校で使用しているＡＩドリルをオンラインで活用

することにより学習の充実につながった。

Wi-Fi環境整備の効果

社会教育施設に整備したWi-Fiを放課後の時間帯にも活用し、学習活動に役立てることが

できた。児童が一人1台の端末の操作に慣れるために、オンライン学習の機会を引き続き行う

。

～ 公民館のICT（Wi-Fi）を活用した子どもの放課後等学習支援 ～
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公民館 Wi-Fi導入・公民館Wi-Fi活用講座（福岡市公民館）

福岡市公民館Wi-Fi 活用講座

新型コロナウイルス感染症により新しい生活様式の実践が求められる中、福岡市では地域のデジタル化の促進や災害に強いまちづく

りの一環として、すべての公民館でWi-Fi 環境整備を進めており、令和３年11 月から公民館Wi-Fi の利用を開始した。

【実施期間】 令和３年１２月～令和４年３月

【実施場所】 福岡市内公民館（勝馬・曲渕分館を除く）

【対 象 者】 スマートフォン、タブレットなどをお持ちでインターネットに不慣れな方

【定 員】 15 名（１館につき）

【参 加 費】 無料

【講座内容】 Wi-Fi への接続、インターネット（福岡チャンネル）での動画視聴、

テレビ電話、行政手続きをスマートフォンから申請する操作体験など

福岡市別府公民館での様子（11月19日（金）10時～12時）

公民館にWi-Fi整備

公民館Wi-Fi を市民により一層活用いただくために、各公民館で「福岡市公民館Wi-Fi 活用講座」を開催している。

7



公民館 Wi-Fi導入とYouTubeチャンネルの開設（富田林市公民館）

学習環境の向上及び災害時における情報提供などを目的に、新たに富田林市内の
市立公民館および図書館において、無料でインターネットに接続できる公衆無線
LANを整備した。（令和3年10月1日より提供開始）

公民館にフリーWi-Fi整備

スマートフォン講座

YouTubeチャンネルの開設

富田林市立公民館のYouTube公式チャンネルを開設。

オンライン公民館として、公民館講座の模様や公民館
クラブの活動の様子などを配信している。

デジタルディバイド解消に向けたスマホ教室も実施
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オンラインで実施したことにより、「体操教室」は、町内の二か
所の福祉施設からオンラインで参加もある。

オンラインと対面の両面での講座実施は、新型コロナウイルス
収束後も需要があると考えており、今後も、体操教室などで
「オンライン講座」を継続的に実施し、より幅広い年代、地域の
人々と繋がれる公民館を目指す。

対面式とオンラインの両面で講座実施

‣高浜町立和田公民館（福井県）

閉館を余儀なくされた令和２年４月は、オンラインで講座を実
施した。現在、オンラインと対面式を並行でも実施。

その講座は、「健康体操教室」「認知症予防体操教室」「ぽか
ぽか元気体操教室」など。今後も、感染状況や住民ニーズに
応じて様々な講座を実施する予定。

普段参加できない人（福祉施設から）もオンラインで参加

公民館における取組②

オンライン体操教室の様子
（福祉施設からも参加）

対面とオンラインの両面で実施した「健康体操教室」の様子

ＩＣＴ活用による多様な参加・交流の創出（高浜町立和田公民館）
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２．公民館と企業との連携
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「全国『公民館』元気プロジェクト」概要

 今後の公民館に求められる役割として所管省庁である文部科学省が掲げる「民間企業等やNPO
とのネットワークの構築」のよりいっそうの強化・推進を目的として、 「地元の『公民館』元気プロ
ジェクト」を創設いたしました

 具体的な支援として、民間企業のノウハウや健康分野の知見を活かした「MY定期講座」を公民館主催の
講座に組み込んでいただいております

概要

共同推進

＜地域における社会教育のめざす姿＞

つながりづくり 地域づくり

人づくり

学びと活動の好循環

公民館と民間企業等との幅広い連携・協働を実現することで
「地域コミュニティの持続的な発展を推進するセンター的役割」に貢献

地元の『公民館』元気プロジェクト

 本プロジェクトにおける実施事項の普及促進に向けた公
民館への周知・広報支援

 その他公民館機能のレベルアップに向けた実施事項の調
査・研究

全国公民館連合会さま
 地域住民向けの定期講座等の開設、運営支援を目的

にMY定期講座を提供
 公民館との連携を希望する民間企業等とのネットワーク

構築、ノウハウ提供

明治安田生命

幅広く連携

自治体 地元大学 民間企業 NPO団体

 公民館が行なう地域住民向けの定期講座、講習会等の開設･運営支援を目的に、民間企業のノウハウや
健康分野の知見等を活かした「ＭＹ定期講座」を提供しています

具体的な
支援内容
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１．21年度「MY定期講座」開設状況のご報告①

取組状況

MY定期講座の
開設予定状況
（2月末時点）

開催講座

北海道
49講座

東北
76講座

関東
253 講座

中部
132 講座近畿

96 講座

中国
54 講座

四国
44 講座

九州・沖縄
134 講座

北陸・信越
73講座

＜全国の開催状況＞

今年度開設予定 583講座

10月～2月開設 445講座

3月開設予定 138講座

次年度開設予定 328講座

合計 911講座

＜MY定期講座の開設状況＞

❶栄養
11%

❷睡眠
35%

❸認知症
13%

❹フレイル
11%

➎そうぞく
19%

❻防災
11%

＜MY定期講座のテーマ内訳＞

N=583講座

 全公連・県公連、および公民館関係者のみなさまのお力添えによって、今年度は全国で911
講座※開設のお申込みをいただきました ※2022年2月末時点

 講座開設いただいた公民館関係者のみなさまからは、数多くの好意的なご評価と次年度
継続開催の希望が寄せられています

＜MY定期講座開催後の公民館関係者
・受講者からの感想の内訳＞

4.7%

95.3％

改善を求める感想

好意的な感想

0 100 200 300

Ｎ＝233
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宮城県 気仙沼市立面瀬公民館

MY定期講座の開設の様子

北海道 旭川市永山公民館

兵庫県 別所町公民館福島県 相馬市中央公民館
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３．公民館に関係する他省庁の
事業や施策（一例）

（デジタル庁）

・デジタル田園都市国家構想

（総務省）

・地域運営組織

（厚生労働省）

・重層的支援体制整備事業

・子どもの生活・学習支援事業

（国土交通省）

・「小さな拠点」を核とした「ふるさと集落生活圏」形成推進事業

（農林水産省）

・農村型地域運営組織（農村ＲＭＯ）

（環境省）

・レジリエンス強化型ZEB実証事業
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⚫ ５つの成功の鍵

① 人の一生涯の暮らしや生きがいと、地域の新
たな産業をデジタルでフル・サポート。

② そのため、国、自治体、市民、大学、産業な
ど関係者の力を特定ビジョンの下に総動員。

③ 社会活動に必要な機能を近接した空間に集め、
その関係性を深めるよう、地域の空間全体も
再設計。

④ 参加する全関係者がEBPMのサイクルを共有
し改善の有無を検証し、取組の方向性を確認。

⑤ 構造化されたデジタル共通基盤（インフラ、
データ連携基盤・公共メッシュ、サービス）
の整備・浸透。

デジタル田園都市国家構想の成功の鍵

サービスを連携する
公共サービス基盤

通信インフラ(5G,等)

データ連携基盤(民間)

認証 決済
APIゲートウェイ

データ連携基盤(公共サービスメッシュ)
国土空間データ(3D含む))

暮らしの変革

知の変革

産業の変革

デジタル・インフラ
Gov.クラウド/NW

Sustainability
持続可能な環境・社会・経済

Well-being
心ゆたかな暮らし

スマート農業

サテライトオフィス

生誕

20
40 60

80

100

知の交流

統合ID
共通機能

Innovation
地域発の産業革新

Super City
Smart City

MaaS

地域経済
循環型

防災
レジリエンス スマート

ヘルスケア

行かなくて良い市役所

スマート
ホーム

新たな産業

輝く暮らし

⚫ デジタルの力で、「暮らし」「産業」「社会」を変革し、地域を全国や世界と有機的につなげていく取組。

⚫ 国が整備するデジタル基盤の上に、共助の力を引き出し、各地域で全体最適を目指したエコシステムを構築する。

⚫ 常時発展・改革していくためにも、知の中核として大学を巻き込み、関係者全員でEBPMを実践することが必要。
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“いつでも山田先生”
◼ いつでも、どこでも山田先生
◼ 必要なら自動走行車両がお迎え

Community Nurseなどが
◼ シニアの暮らしをいつも見守り
◼ そのライフプランの実現をアシスト

⚫ Community Nurse（リアルなサポーター）が、デジタルの助けを借りつつ、シニア一人一人のライフプランを

実現する社会の実現を狙う。

指紋認証も
効果的活用

暮らしからの変革 実践例

公民館DXの三種の神器
◼ スマートロック（予約機能付）
◼ Wi-Fi（高速ネット環境）
◼ スマート会議室

村内移動サービス

自動走行車両がアシスト

ボイトレ、フィットネス、

機械マニア教室

遠隔教育Sys.がアシスト

共食付フードデリバリー

＋お達者キッチンサービス

遠隔注文Sys.がアシスト

スマホ健康アプリ

シニアのスマホ教室

スマホがアシスト

高齢者Driving School

AIシミュレータがアシスト

ファッション

コーデサービス

AIシミュレータがアシスト

Community Nurseのような
リアルなサポーターが、

AI/デジタルの力を借りて、

シニアの暮らしをアシスト

公民館のようなリアルの交流・
コミュニティ活動も組み合わせ。

「更別村からの資料提供を基にデジタル庁作成」
16



（一体型のイメージ）

地域運営組織について

地域運営組織とは

 地域の暮らしを守るため、地域で暮らす人々が中心となって形成され、地域内の様々な関係主体が参加する
協議組織が定めた地域経営の指針に基づき、地域課題の解決に向けた取組を持続的に実践する組織。

 地域運営組織の組織形態としては、協議機能と実行機能を同一の組織が合わせ持つもの（一体型）や、
協議機能を持つ組織から実行機能を切り離して別組織を形成しつつ、相互に連携しているもの（分離型）
など、地域の実情に応じて様々なものがある。

（分離型のイメージ）

○○地域づくり協議会（＝地域運営組織）

協議

• 地域課題解決に向け
た取組を実践

生活部会

交通部会

福祉部会

実行

• 地域課題を共有
• 解決方法を検討

総会
自治会、PTA、婦人会、

社会福祉協議会等が参加

買物支援

外出支援

声かけ・見守り

地域運営組織

協議

• 地域課題解決に向け
た取組を実践

NPO法人

株式会社

協議会構成員、
任意団体

実行

• 地域課題を共有
• 解決方法を検討

○○地域づくり協議会
自治会、PTA、婦人会、

社会福祉協議会等が参加

買物支援

外出支援

声かけ・見守り

17
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地域運営組織の母体

• 地域運営組織の立ち上げ経緯として「既存組織を見直し機能を追加」した団体は、「自治会・町内会の連
合組織を母体」とするものが多く、45.2％を占めている。

自治会・町内会の連
合組織を母体…

自治会・町内会を母
体…

公民館活動を母体
17.2%

農林地保全組織等を母
体…

わからない
1.0%

その他
11.8%

無回答
1.0%

（n=2,102）

※令和３年度 総務省調査（地域運営組織対象：6,064団体が回答）
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＜令和４年度＞ ※下線箇所を追加

１．住民共助による見守り・交流の場や居場所づくり等への支援【市町村】
地域運営組織の運営支援や住民共助による見守り・交流の場や居場所づくり等への支援に要する経費

（１） 地域運営組織の運営支援

① 運営支援（措置対象：事務局人件費 等）…普通交付税
② 形成支援（措置対象：ワークショップ開催に要する経費 等）…特別交付税

（２） 住民共助による見守り・交流の場や居場所づくり等への支援
（措置対象：高齢者交流、声かけ・見守り、買物支援、弁当配達、登下校時の見守り、
交流事業（子育て、親子、多世代）、子ども食堂、学習支援、相談の場に要する経費 等） …普通交付税

※１は、R3年度「地域のくらしを支える住民共助の仕組みづくりの推進」から項目名変更を行うこととしている。
※(1)①及び(2)において、普通交付税算定額を上回る経費について、特別交付税による措置を講ずる。

２．地域運営組織の経営力強化支援【都道府県及び市町村】
自主事業の実施による収入の確保等地域運営組織の経営力強化に要する経費
（措置対象：研修、設備導入、販路開拓に要する経費 等） …特別交付税

地方財政措置の概要

地域運営組織の設立・運営に関する地方財政措置
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子どもの生活・学習支援事業（居場所づくり）
※平成28年度から実施

〇 ひとり親家庭の子どもが抱える特有の課題に対応し、 貧困の連鎖を防止する観点から、 放課後児童クラブ等の終了後に、
ひとり親家庭の子どもに対し、 児童館・公民館や民家等において、 悩み相談を行いつつ、 基本的な生活習慣の習得支援・学習
支援、 食事の提供等を行うことにより、 ひとり親家庭の子どもの生活の向上を図る。

〇 ①及び②の支援を組み合わせて実施することを基本とし、 ．

これに加えて、 ③の支援を地域の実情に応じて実施する。
① 基本的な生活習慣の習得支援や生活指導
② 学習習慣の定着等の学習支援
③ 食事の提供 《②：東京都江戸川区》 《③：北九州市》

0 地域の学生や教員OB等のボランティア等で、 ひとり親家庭の子どもの福祉の向上に理解と熱意を有する支援員を配置して、
子どもに対して適切な生活支援や学習支援等を行うとともに、 子どもの良き理解者としで悩み相談や進学相談等に応じる。

〇 食事の提供を行う場合には、 食育の観点に配慮するとともに、 衛生管理等に十分配慮する。 また、 食材の確保には、 地域の
農家、 フ ー ドバンク等の協力を得る。
（食材費は、 実費徴収可）

〇 支援員の募集・選定・派遣調整、 教材作成等を
行うコ ー ディネー タ ーや、 支援員の指導・調整、
運営管理等を行う管理者を配置する。

【実施主体】都道府県・指定都市・中核市・市区町村
（事業の全部又は 一部を民間団体等に委託可）

【補助率】国1/2、 都道府県・指定都市・中核市1/2
国1/2、 都道府県1/4、 市区町村1/4

【30予算】母子家庭等対策総合支援事業(122億円）の
内数

【28実績（延べ利用人数）】69,753人
L
 

く実施場所＞ 、9
――-------------------------------------------..

児童館、公民館、民家等 J

＼
＂ 

＾＾＾ 地域の支援スタッフ
ー ヽ一

｀ 

-- - ·-�
ー ' (学生 ・ 教員OB等）

三 i 
lく支援の内容（例）＞

！学習支援遊び等の諸活動調理実習食事の提供

コーディー／ータt理者 ［、全＿＿〗竺茎＿＿＿
；

しノ
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「小さな拠点」を核とした「ふるさと集落生活圏」形成推進事業

人口減少・少子高齢化が進む中山間地域などにおいて、生活圏の維持・再生を図るた
め、子育て、買い物、防災機能等複数の生活サービス機能を集約した「小さな拠点」の形成
を支援。
また、テレワークスペース等新しい働き方に対応した施設・設備の整備についても支援。

○補助制度の概要

「小さな拠点」を核とした「ふるさと集落生活圏」形成推進事業

（集落活性化推進事業費補助金）

●対象地域：過疎、山村、半島、離島、豪雪の各法指定地域

（都市計画区域等の一定の地域を除く。）

●実施主体：市町村、ＮＰＯ法人等 （間接補助）

●補助率：１/２以内（市町村）、１/３以内（NPO法人等）

●対象事業：

モデル的な小さな拠点の形成を図る観点から、一定規模以

上の集落圏等において、以下を行うための既存施設の改修等

・生活機能の再編・集約
・テレワークスペース等の整備
・既存の小さな拠点における換気設備、自動水栓等「小さな拠点」：日常生活に必要な機能・サービスを集約・確保し、周辺

集落との間を交通ネットワークで結んだ地域の拠点
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中⼭間地域の保全のための農村型地域運営組織（農村ＲＭＯ）のイメージ

農⽤地の保全 地域資源の活⽤ ⽣活⽀援

農村ＲＭＯ※

総
務
部

⽣
活
部

交
流
部

産
業
部

資
源
部

⾃治会・町内会
婦⼈会・ＰＴＡ
社会福祉協議会
など

事務局

協議機能

※ 地域運営組織が展開する活動は多種多様であり、法⼈格を持たない任意団体（⾃治会・町内会、⾃治会等の連合組織など）をはじめ、NPO法⼈、
認可地縁団体、⼀般社団法⼈、株式会社、合同会社など多様な法⼈制度を活⽤。

集落協定
集落営農
農業法⼈
など

（⼩学校区程度のエリア）
事業の実施実⾏機能協議会（総会）

農地周辺等の草刈り作業 直売所を核とした域内経済循環 集荷作業と併せた買い物⽀援

地域の存続に向けて普段から組織的に活動を⾏って
いる農業者を⺟体とした組織を形成

中⼭間地域等直接⽀払、多⾯的機能⽀払による共同活動、組織的活動の下地

Ａ
集
落
協
定

Ｂ
集
落
協
定

Ｃ
集
落

Ｄ
集
落
協
定

Ｅ
集
落
協
定

Ｆ
集
落
営
農

Ｇ
農
業
法
⼈

Ｈ
農
業
法
⼈

複数の集落による集落協定や農業法⼈など農業者を⺟体とした組織と、⾃治会、社会福祉協議会など多様な地域の
関係者とが連携して協議会を設⽴し、農村ＲＭＯの活動の基本となる農⽤地等の保全、地域資源の活⽤、農⼭漁村の
⽣活⽀援に係る将来ビジョンを策定し、これに基づき各事業を実施。

中⼭間地域等直接⽀払の対象集落

多⾯的機能⽀払の対象集落

地
域
の
将
来
ビ
ジ
ョ
ン

資源管理 ⽣産補完
農業振興 ⽣活扶助
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直払い・多⾯組織

農業⽣産農業⽣産

農家レストラ
ン

農家レストラ
ン

観光
交流
観光
交流

草刈り等の
共同作業

草刈り等の
共同作業

加⼯場
直売所
加⼯場
直売所

農地利⽤調整農地利⽤調整

粗放的利⽤
最適⼟地利⽤
粗放的利⽤

最適⼟地利⽤

農⽤地等保全事業 地域資源活⽤事業 ⽣活⽀援事業

農村ＲＭＯの事業領域と発展過程

農事組合法⼈

⼀般社団法⼈
（地域資源管理法⼈）

株式会社

︓⼀般的な
ＲＭＯの主
な活動領域

︓農村ＲＭＯ
の活動領域

地域の雇⽤創出、所得向上
域内経済循環の促進

持続的で秩序ある⼟地利⽤の推進
（良好な農村空間の形成）

地域における⽣活基盤の維持
⼈⼝流出防⽌、定住移住促進

林地化林地化

○ 農村ＲＭＯは、中⼭間直払いや多⾯⽀払いの組織などの農⽤地の保全活動を⾏う組織を中⼼に、地域
の多様な主体を巻き込みながら、地域資源を活⽤した農業振興等による経済活動を展開し、さらに農⼭
漁村の⽣活⽀援に⾄る取組を⼿がける組織へと、省庁横断的に発展させていくことが重要。

︓発展過程

声かけ
⾒守り
声かけ
⾒守り サロンサロン

移動交通⽀援移動交通⽀援

⾼齢者への
弁当配達

⾼齢者への
弁当配達

買い物⽀援買い物⽀援

認可地縁団体

⼀般社団法⼈・ＮＰＯ法⼈

定住⽀援定住⽀援

⾃治会活動

地域管理構想
を実現

⼩さな拠点
を形成

︓連携

農業就労訓練
（⽣活困窮者⾃⽴⽀援）

介護予防型
農的活動
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業（経済産業省・国⼟交通省・厚生労働省連携事業）のうち、
（１）レジリエンス強化型ZEB実証事業

補助対象

間接補助事業（1/2、3/5、2/3）

（１）レジリエンス強化型ZEB実証事業
災害発生時に活動拠点となる、公共性の⾼い業務⽤施設（庁舎、公⺠館等の集会所、学校
等）及び⾃然公園内の業務⽤施設（宿舎等）において、停電時にもエネルギー供給が可能
であって換気機能等の感染症対策も備えたレジリエンス強化型のZEBに対して支援する。

○他の（２）〜（５）のメニューに優先して採択する。
○補助対象建築物︓災害時に活動拠点となる公共性の⾼い業務⽤建築物であって、延べ面積

10,000㎡未満の新築⺠間建築物、延べ面積2,000㎡未満の既存⺠間建築物、及び地⽅公共
団体所有の建築物（面積上限なし）

○補助要件︓水害等の災害時における電源確保等に配慮された設計であること、災害発生に
伴う⻑期の停電時においても、施設内にエネルギー供給を⾏うことができる再エネ設備等
を導入すること、省エネ型の第⼀種換気設備を導入すること、需要側設備等を通信・制御
する機器を導入すること等

○以下に該当する事業については優先採択枠を設ける。
・被災等により建替え・改修を⾏う事業
・CLT等の新たな木質部材を⽤いる事業

①災害時にもエネルギー供給が可能となる先進的な脱炭素建築物（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル、ZEB）の実証を
⽬指す。
②災害時の活動拠点となる業務⽤施設を中⼼に、エネルギー⾃⽴化が可能であって換気機能等の感染症対策も兼ね備え
たレジリエンス強化型ZEBの普及を図る。

激甚化する災害時において⾃⽴的にエネルギー供給可能な災害時活動拠点施設となるZEBを支援します。

⺠間事業者・団体／地⽅公共団体⼀般

令和2年度〜令和5年度

環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室 電話︓0570-028-341

■補助対象

レジリエンス
強化

（１）レジリエンス強化型ZEB実証事業

再生可能エネルギー設備・蓄電池等及び省エネ型の⾼機能換
気設備等の導入によりＺＥＢのレジリエンスを強化

『ZEB』 補助率2/3
Nearly ZEB 補助率3/5
ZEB Ready 補助率1/2

出典︓環境省ホームページ（http://chiikijunkan.env.go.jp/pdf/kyoseiken_shien_04.pdf）
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